
JJAASS ママーーククののいいろろいいろろ  
 

ＪＡＳマークは、農林水産大臣が定めた 

ＪＡＳ規格を満たしていると格付された食品

に表示されます。種類がいろいろあります。 
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１  

JAS マーク 特定 JAS マーク 

有機 JAS マーク 生産情報公表 JAS マーク 

品質のＪＡＳ規格を満たす食品 

（ソーセージ、果実飲料など） 

特別な生産や製造方法に 

ついての規格を満たす食品 

（熟成ハム類など） 

有機食品の規格を満たす食品 規格を満たす方法により生産

情報が公表されている食品 

（牛肉、豚肉、農産物など） 
このマークがない食品に 

「有機○○」などと表示する 

ことはできません 

 ！ 

Japanese Agricultural Standard ＝ 日本農林規格 



ごご飯飯やや米米菓菓のの原原料料米米のの  
産産地地ががわわかかりりまますす  

 

米トレーサビリティ法により、事業者には 

ご飯や米菓の原料米の産地を消費者に 

伝える義務があります。（平成２３年から） 
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小売店で販売される米飯,米菓,だんご,清酒など 

外食店で提供される「ご飯」 

事業者 消費者 

○○県産米使用 

原料米の産地情報については 
お客様相談窓口へお尋ねください 

電話 0120-××××-×××× 

産地情報は 

店員におたずね

ください。 

menu 

メニューなどに記載 

産地情報 

「国産」 

「○○県産」など 

店内掲示など 

容器包装、 

カタログなどに記載 


